
I n f o r ma t i on

都市計画課住宅建築係（☎35-0957）問い合わせ

①敷地内の除草や樹木を剪定したい
菊川市シルバー人材センター（☎35-2099）
(加茂246-1)

■ 義務の内容
・不動産を取得したことを具体的に知った日(※)
　から３年以内に「所有権移転登記」をしなけれ
　ばならない
・「法定相続分で相続登記」をした後に遺産分割
　が成立したときは、遺産分割の日から３年以内
　に「所有権移転登記」をしなければならない
※自分に対する相続の開始があったことを知り、かつ、
　不動産の所有権を相続により取得したことを通知
　などで知った日

■ 罰則
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、
10万円以下の過料

■ 経過措置
施行日前に開始した相続についても適用される
期間については、その取得を知った日、または施
行日のいずれか遅い日から３年以内とする

放っておくと大変なことに！

令和６年４月１日から

空き家の困り事は専門の窓口へご相談ください

相続登記が義務化されます

近年、居住者がおらず、管理されていない空き家が増加しています。放置
された空き家は周辺の景観を損なうだけでなく、皆さんの生命や財産を脅
かす危険性もあります。空き家でお困りの場合は、専門の窓口へ早めに相
談しましょう。

令和５年４月以降、不動産に関するルールが変わります。その中でも、大きく変わるのが「相続登記の義
務化」です。詳しくは上記②の静岡県司法書士会などへ確認ください。
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平日 午前８時15分～午後５時
上記業者や造園業者へ問い合わせ
ください。
※除草や剪定には、一定の費用がかかります。

あんしん建物相談室「ミーナ葵」（☎054-202-5590）
(静岡県駿河区南町14番１号水の森ビル５階)

平日
午前９時～正午、午後１時～５時
空き家の利活用や建物診断、法律、
税制度などの専門家を紹介します。

②相続問題や土地の管理責任問題がある
静岡県司法書士会（☎054-289-3704）

平日 午後２時～５時
「相続の問題で空き家の管理、売買などが
できない」、「隣地の竹木が自分の土地に
入ってきている」などの問題がある場合は、
相談ください。

③建物の耐震補強やリフォームしたい
静岡県建築士会・西部ブロック（☎053-451-5166）

第２･４土曜日(祝日を除く)
午後１時30分～４時30分
※電話での事前予約が必須
空き家を改修して住みたい場合は
相談ください。

④隣の家が管理されていない、空き家がある
菊川市役所都市計画課住宅建築係（☎35-0957）

平日 午前８時15分～午後５時
近所の空き家が放置され、周辺の生活
環境に悪影響を与えているなどの問題
がある場合は、相談ください。

⑤内容によって相談できる専門家を知りたい ⑥空き家の賃貸や売買、土地を利活用したい
静岡県宅地建物取引業協会（☎054-247-2103）

平日
午前10時～正午、午後１時～３時
全日本不動産協会静岡県本部（☎054-285-1209）

火・木曜日(祝日を除く)
午前９時30分～11時30分

せん  てい

市役所からのお知らせ
空いた時間を有効活用しませんか？
統計調査員を募集しています！

現在、市では30～80代までの36人が統計調査員として活躍していますが、
国勢調査などの大規模な調査では、より多くの調査員が必要となります。
新たに統計調査員として登録してくれる人を随時募集しています。

企画政策課企画係（☎35-0900）問い合わせ

●報酬 …１調査あたり、３～８万円程度
調査活動後、統計調査の種類や業務量に応じて支払
われます。

●従事期間 …１調査につき、およそ２ヵ月
期間中ずっと作業があるわけではありません。
ご自身の空き時間で活動ができます。

●応募要件
統計調査員に特別な資格は必要ありません。下記の
要件に当てはまる人であれば、どなたでも応募でき
ます。また、調査の内容や方法についても、各調査
の説明会で詳しく説明しますのでご安心ください。

＜要件＞
・心身共に健康で責任をもって調査事務を遂行でき
　る人
・市内もしくは菊川市周辺に居住する20歳以上の人
・税務・警察・選挙活動に直接関係のない人
・反社会的勢力と関わりのない人
・調査上知り得た秘密を守れる人(統計調査員には、
　統計法第41条で守秘義務が課せられています。)
※統計調査員は、調査期間中、総務大臣や静岡県知事に任
　命される非常勤の地方公務員となります。

●応募方法
企画政策課企画係まで電話でご連絡ください。
日程調整をして、簡単な面談と統計調査員の仕事の
説明をします。
※統計調査員は兼職(自営、アルバイトなど)が法律上認
　められていますが、既にお勤めの人は、事前に勤務先の
　意向を確認してから応募ください。

①各調査の説明会への参加
　　説明会に出席し、およそ２
　時間調査内容や調査の流れ
　を確認します。

●令和５年度の調査 …令和５年住宅・土地統計調査
住宅や土地の保有状況や居住する世帯の実態につい
て調査します。調査員数はおよそ70人必要です。

■統計調査員とは
　「国勢調査」をはじめとするさまざまな統計調査で、調査対象の世帯や企業・事業所を訪問し、
調査内容の説明、調査書類の配布・回収・点検などを行う人のことです。
　市では、統計調査員の従事希望者を事前に登録しています。調査が行われる際は、登録してい
る人へ優先的に依頼し、従事していただいています。
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調査員の仕事の流れ

②担当する調査区の範囲と
　調査対象(世帯や事業所)
　の確認
　　担当する調査地域を確認
　し、配布する調査書類の準備
　を行います。

③調査書類の配布および回
　答の依頼
　　調査対象となる世帯や事
　業所を訪問し、調査内容の説
　明や調査書類の配布を行い、
　回答を依頼します。

④調査票の回収など
　　調査票の回収や督促など、
　必要に応じ、調査書類を配布
　した世帯や事業所を再訪問
　します。
　※近年、インターネット回答、
　郵送提出が導入され、調査員の
　回収業務が大幅に軽減されてい
　ます。

⑤回収した調査票の点検・
　整理、書類提出
　　調査票を点検・整理し、提
　出書類一式を所定の期日ま
　でに市役所へ提出します。
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